
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

岡

山

県

補

助

金

等

交

付

規

則

の

規

定

に

よ

る

補

畜

産

課

助

金

等

の

名

称

等

の

制

定

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

○

地

域

森

林

計

画

の

決

定

林

政

課

○

地

域

森

林

計

画

の

変

更

〃

【

公

告

】

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

【

人

事

委

員

会

】

○

職

員

団

体

の

登

録

の

取

消

し

人

事

委

員

会

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

岡

山

県

公

報

平成２８年１月１９日 第１１７５３号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
二
号

昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
三
号
（
岡
山
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
規
定
に
よ
る
補
助
金

等
の
名
称
等
の
制
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
七
年
度
分
の
補
助
金
か
ら
適
用
す

る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

表
農
林
水
産
部
の
部
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
養
鶏
農
家
支
援
緊
急
対
策
事
業
補
助
金
の
項
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

高
病
原
性
鳥
イ

高
病
原
性
鳥
イ

高
病
原

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ

焼
却
又
は
埋
却
に
要

ン
フ
ル
エ
ン
ザ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ

性
鳥
イ

ル
エ
ン
ザ
の
病
原
体

し
た
費
用
の
二
分
の

養
鶏
農
家
支
援

の
発
生
に
よ
り

ン
フ
ル

に
よ
り
汚
染
し
、
又

一
以
内

緊
急
対
策
事
業

経
営
に
著
し
い

エ
ン
ザ

は
汚
染
し
た
お
そ
れ

補
助
金

影
響
を
受
け
た

の
病
原

の
あ
る
物
品
の
焼
却

養
鶏
農
家
の
経

体
に
よ

又
は
埋
却
に
要
し
た

営
の
再
開
及
び

り
汚
染

費
用
の
補
塡

安
定

し
、
又

は
汚
染

し
た
お

そ
れ
の

あ
る
物

品
の
所

有

者

で
、
当

該
物
品

を
焼
却

し
、
又

は
埋
却

し
た
も

の

平成２８年１月１９日　岡山県公報　第１１７５３号



家
畜
伝

移
動
等
の
禁
止
又
は

売
上
の
減
少
額
又
は

染
病
予

制
限
に
起
因
す
る
家

費
用
の
増
加
額
の
十

防

法

き
ん
及
び
家
き
ん
卵

分
の
十
以
内

（
昭
和

に
係
る
売
上
の
減
少

二
十
六

額
又
は
飼
料
費
そ
の

年
法
律

他
の
保
管
、
輸
送
若

第
百
六

し
く
は
処
分
に
要
す

十

六

る
費
用
の
増
加
額
の

号
）
第

補
塡

三
十
二

条
第
一

項
及
び

家
畜
伝

染
病
予

防
法
施

行
細
則

（
昭
和

三
十
一

年
岡
山

県
規
則

第
四
十

号
）
第

十
条
の

規
定
に

よ
り
家

畜
等
の

移
動
等

が
禁
止

さ
れ
、

平成２８年１月１９日　岡山県公報　第１１７５３号



又
は
制

限
さ
れ

た
者
そ

の
他
知

事
が
適

当
と
認

め
る
も

の

平成２８年１月１９日　岡山県公報　第１１７５３号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
八

年
四
月
一
日
以
降
十
年
間
に
お
け
る
高
梁
川
下
流
森
林
計
画
区
に
係
る
地
域
森
林
計
画
を
定
め
た
の

で
、
当
該
計
画
書
を
岡
山
県
農
林
水
産
部
林
政
課
並
び
に
関
係
市
役
所
及
び
町
役
場
に
お
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

平成２８年１月１９日　岡山県公報　第１１７５３号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
旭
川
森
林

計
画
区
及
び
吉
井
川
森
林
計
画
区
に
係
る
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
当
該
計
画
書
を
岡
山

県
農
林
水
産
部
林
政
課
並
び
に
関
係
市
役
所
及
び
町
村
役
場
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

平成２８年１月１９日　岡山県公報　第１１７５３号



〔
二
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
黒
尾
字
壱
町
田
八
〇

一
、
八
五

四

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

兵
庫
県
神
戸
市
西
区
井
吹
台
東
町
二
丁
目
一

二

一
〇
〇
八
号

－

冨
岡

敦
男

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
七
六
号

平成２８年１月１９日　岡山県公報　第１１７５３号



◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
公
示
第
一
号

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
職
員
団
体
の
登
録
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

義

郎

職
員
団
体
の
名
称

取
消
し
の
日

矢
掛
町
職
員
組
合

平
成
二
十
八
年
一
月
十
二
日

平成２８年１月１９日　岡山県公報　第１１７５３号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

。

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

一

政
党
の
支
部

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

一
以
上
の
市
町
村
等

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

の
区
域
を
単
位
と
し

届
出
年
月
日

て
設
け
ら
れ
る
支
部

岡
山
維
新
の
会

片

山

虎
之
助

赤

澤

幹

温

岡
山
市
北
区
富
田
町
二

五

一
一
サ
ン
ジ
ェ
ル

○

平
成
二
七
・
一
二
・
一
四

－
－

マ
ン
富
田
町
二
〇
一

自
由
民
主
党
岡
山
県
浅
口
市
・
浅
口
郡
第
一
支
部

渡

辺

知

典

中

務

光

海

浅
口
市
金
光
町
大
谷
二
四
八
五

八

〇

〃

一
二
・
二
二

－

自
由
民
主
党
岡
山
県
岡
山
市
第
二
十
二
支
部

柳

井

弘

坪

井

ゆ
う
子

岡
山
市
北
区
西
古
松
二
三
七

一
二
六

〇

〃

一
二
・
二
八

－

自
由
民
主
党
岡
山
県
津
山
市
・
苫
田
郡
・
勝
田
郡

山

本

雅

彦

竹

内

久

夫

津
山
市
南
新
座
三
四

○

〃

一
二
・

四

第
三
支
部

自
由
民
主
党
真
庭
支
部

河

野

慶

治

岡

本

康

治

真
庭
市
久
世
二
六
三
八

一
〇
一

〇

〃

一
二
・
二
二

－

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

１

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

会
計
責
任
者
の
氏
名

届
出
年
月
日

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
職
の
種
類

公
職
の
候
補
者
の
氏
名
及
び
公
職

（
第
一
号
）

の
種
類
（
第
二
号
）

小
野
田
き
み
後
援
会

橋

本

岳

矢

吹

彰

康

岡
山
市
北
区
丸
の
内
一

七

一
二
サ
ク

衆
議
院
議
員

小
野
田

紀

美
、
参
議
院
議
員

平
成
二
七
・
一
二
・

二

－
－

シ
ー
ド
丸
の
内
四
Ｆ

２

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
職
の
種
類
（
第
一
号
）

届
出
年
月
日

平成２８年１月１９日　岡山県公報　第１１７５３号



幸
福
実
現
党
岡
山
県

田

部

雄

治

田

部

雄

治

岡
山
市
北
区
野
田
二

三

八

九
〇
三

参
議
院
議
員

平
成
二
七
・
一
二
・

七

－
－

－

参
議
院
選
挙
区
支
部

３

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

た
な
べ
雄
治
後
援
会

山

下

光

治

山

下

光

治

岡
山
市
北
区
野
田
二

三

八

九
〇
三

平
成
二
七
・
一
二
・

七

－
－

－

平成２８年１月１９日　岡山県公報　第１１７５３号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

維
新
の
党
岡
山
県
総
支
部

高

井

崇

志

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
野
田
二

七

一
二
プ
チ
ブ
ル

岡
山
市
北
区
富
田
町
二

五

一
一
サ
ン
ジ
ェ
ル

平
成
二
七
・
一
二
・
二
一

－
－

－
－

野
田
一
〇
一

マ
ン
富
田
町
二
〇
一

〃

〃

代
表
者
の
氏
名

高

井

崇

志

片

山

虎
之
助

〃

〃

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

井

上

信

也

赤

澤

幹

温

〃

〃

自
由
民
主
党
岡
山
県
バ
ス

小

嶋

光

信

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
富
吉
五
三
〇
一

八

岡
山
市
中
区
藤
原
二
五
岡
山
県
自
動
車
会
館
内

〃

五
・

七

－

支
部

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

羽

原

富

夫

黒

川

正

博

〃

九
・

一

日
本
の
こ
こ
ろ
を
大
切
に

千

田

昌

寛

政
治
団
体
の
名
称

日
本
の
こ
こ
ろ
を
大
切
に
す
る
党
岡
山
県
議

次
世
代
の
党
岡
山
県
議
会
第
一
支
部

〃

一
二
・
二
一

す
る
党
岡
山
県
議
会
第
一

会
第
一
支
部

支
部

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

維
新
政
党
・
新
風
岡
山
県

田

尻

雅

昭

代
表
者
の
氏
名

田

尻

雅

昭

武

山

和

代

平
成
二
七
・
一
二
・
一
六

本
部

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

田

尻

雅

昭

武

山

和

代

〃

〃

谷
本
有
造
後
援
会

石

黒

誠

〃

野

添

ゆ
か
り

森

本

繁

美

〃

一
二
・
一
五

萩
原
誠
司
後
援
会

池

田

篤

〃

平

尾

孝

之

小

山

聡

〃

一
二
・
一
〇

平成２８年１月１９日　岡山県公報　第１１７５３号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

維
新
政
党
・
新
風
岡
山
県
本
部

田

尻

雅

昭

平
成
二
七
・
一
二
・
一
六

井
本
ふ
み
ひ
ろ
後
援
会

右

遠

久

〃

一
二
・
二
〇

敬

友

会

古

松

研

三

〃

一
二
・

七

高
橋
ぜ
ん
こ
う
後
援
会

原

太
久
茂

〃

一
二
・
一
〇

ほ
っ
と
け
ん
岡
山

林

和

弘

〃

一
二
・
一
四

ま
す
な
が
市
郎
を
支
援
す
る
会

片

山

幸

昌

〃

〃
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